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ation
本
人
が
登
録
申
請
す
る
に
は

　
登
録
す
る
印
鑑
の
ほ
か
、
次
の
い
ず

れ
か
を
持
っ
て
、
市
民
課（
市
役
所
1

階
）、
下
総
・
大
栄
支
所
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

◦
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
顔
写
真
付
き
の

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
官
公
署

が
発
行
し
て
い
る
顔
写
真
付
き
の
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の

◦
市
内
に
印
鑑
登
録
し
て
い
る
人
の
保

証
書（
登
録
番
号
、
住
所
、
氏
名
を

記
載
し
登
録
印
を
押
し
た
も
の
）と

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の（
保
険
証

や
年
金
手
帳
な
ど
）

　
こ
れ
ら
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
は
、

登
録
す
る
印
鑑
と
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の（
保
険
証
や
年
金
手
帳
な
ど
）を

持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

　
後
日
、「
照
会
書
」
が
自
宅
に
郵
送

さ
れ
る
の
で
、
回
答
書
欄
に
必
要
事
項

を
書
い
て
登
録
す
る
印
鑑
を
押
し
、
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の
と
認
め
印
を

持
っ
て
、
も
う
一
度
期
限
内
に
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。

本
人
が
窓
口
に
行
け
な
い
場
合

　
代
理
人
が
、
登
録
す
る
印
鑑
、
委
任

状
、
代
理
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
を
持
っ
て
、
市
民
課
、
下
総
・
大
栄

支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
後
日
、「
照
会
書
」
が
登
録
者
の
自

宅
に
郵
送
さ
れ
る
の
で
、
回
答
書
欄
に

必
要
事
項
を
書
い
て
登
録
す
る
印
鑑
を

押
し
、
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
と
認

め
印
を
持
っ
て
、
も
う
一
度
期
限
内
に

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
再
度
代
理
人

が
手
続
き
す
る
場
合
は
、
回
答
書
、
委

任
状
、
代
理
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の
、
代
理
人
の
認
め
印
が
必
要
で
す
。

印
鑑
登
録
証
明
書
の
取
得

　
窓
口
で
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を

申
請
す
る
と
き
は
、
印
鑑
登
録
証
を

持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。
代
理
人
が
手

続
き
す
る
場
合
も
同
じ
で
す
。

　
暗
証
番
号
を
登
録
し
て
い
る
印
鑑
登

録
証
・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
持
っ

て
い
る
人
は
、
市
役
所
・
中
央
公
民

館
・
三
里
塚
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

に
あ
る
自
動
交
付
機
で
取
得
で
き
ま
す

（
自
動
交
付
機
は
7
月
30
日
㈰
で
サ
ー

ビ
ス
終
了
と
な
り
ま
す
）。
ま
た
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
取
得
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
暗
証
番
号
の
登
録
が
必

要
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
☎
20
‐
1�

5�

2�

5
）へ
。

注
意
報
が
発
令
さ
れ
た
ら

光
化
学
ス
モ
ッ
グ

　
こ
れ
か
ら
の
季
節
、
気
温
が
高
く
、

風
が
弱
い
と
き
に
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
が

発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

　
市
で
は
、
防
災
行
政
無
線
・
な
り
た

メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
な
ど
で
光
化
学

ス
モ
ッ
グ
注
意
報
の
お
知
ら
せ
を
し
て

い
ま
す
。
注
意
報
が
発
令
さ
れ
た
ら
、

屋
外
で
の
激
し
い
運
動
は
避
け
、
な
る

べ
く
外
に
出
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
目
や
喉
が
痛
く
な
っ
た
り
呼
吸
が
苦

し
く
な
っ
た
り
し
た
ら
、
き
れ
い
な
水

で
洗
眼
す
る
、
よ
く
う
が
い
を
す
る
、

涼
し
い
と
こ
ろ
で
安
静
に
す
る
な
ど
の

応
急
処
置
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
応
急
処
置
で
良
く
な
ら
な
い
と
き
は
、

医
師
の
治
療
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

軽
装
で
の
執
務
に

ご
理
解
を

ク
ー
ル
ビ
ズ

　
市
で
は
、
省
エ
ネ
対
策
と
し
て
ク
ー

ル
ビ
ズ（
冷
房
時
の
室
温
28
℃
を
目
安

と
し
た
空
調
の
稼
働
、
ノ
ー
ネ
ク
タ

イ
・
ノ
ー
上
着
・
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
着
用
な

ど
の
軽
装
で
の
執
務
）を
実
施
し
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
3
3
）へ
。

5
月
中
旬
か
ら
開
始

工
業
統
計
調
査

　
平
成
29
年
工
業
統
計
調
査
は
、
基
準

日
を
従
来
の
12
月
31
日
か
ら
6
月
1
日

に
変
更
し
て
行
い
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
製
造
業
の
事
業
所
を

対
象
と
し
て
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。
調
査
の
結

果
は
、
各
種
行
政
施
策
を
立
案
す
る
と

き
の
重
要
な
基
礎
資
料
と
な
る
ほ
か
、

学
術
研
究
資
料
な
ど
に
利
用
さ
れ
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
事
業
所
に
は
5
月
中
旬

か
ら
調
査
員
が
伺
い
ま
す
。
調
査
員
は

調
査
員
証
を
携
行
し
て
い
ま
す
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
回
答
で
き
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
行
政
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
0
1
）へ
。

委
託
業
者
が
無
料
で
交
換

水
道
メ
ー
タ
ー

　
水
道
メ
ー
タ
ー
の
有
効
期
間
は
、
計

量
法
で
8
年
以
内
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
市
で
は
、
有
効
期
間
が
満
了
を
迎

え
る
家
庭
や
事
業
所
な
ど
の
メ
ー
タ
ー

を
順
次
交
換
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
者
に
は
事
前
に
連
絡
し
、
交
換

作
業
は
市
か
ら
委
託
を
受
け
た
事
業
者

が
無
料
で
行
い
ま
す
。
作
業
員
は
、
市

が
発
行
し
た
身
分
証
を
携
行
し
て
い
ま

す
。

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
工
務
課（
☎

22
‐
0
2
6
9
）へ
。

本
人
と
代
理
人
と
で

手
続
き
が
異
な
り
ま
す

印
鑑
登
録
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内
の
医
療
機
関
な
ど
で
保
険
診
療
を
受

け
た
際
、
子
ど
も
医
療
費
助
成
受
給
券

を
提
示
す
る
こ
と
で
、
医
療
費
の
支
払

い
が
自
己
負
担
額
の
み
に
な
り
ま
す
。

　
県
外
の
医
療
機
関
を
受
診
し
た
な
ど

の
理
由
で
受
給
券
が
使
用
で
き
な
か
っ

た
場
合
は
、
申
請
す
る
こ
と
で
、
支

払
っ
た
医
療
費
と
自
己
負
担
額
と
の
差

額
を
受
け
取
れ
ま
す（
申
請
期
限
は
受

診
の
翌
月
か
ら
2
年
以
内
）。

自
己
負
担
額
＝
入
院
1
日
2
0
0
円
、

通
院
1
回
2
0
0
円
、
調
剤
は
無
料

（
市
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯
は
入

院
・
通
院
も
無
料
）

母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
の
医
療
費

　
母
子
・
父
子
家
庭
の
母
や
父
、
子
ど

も（
両
親
が
い
な
い
場
合
を
含
む
）が
医

療
機
関
な
ど
で
保
険
診
療
を
受
け
た
際

の
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

対
象
は
、
子
ど
も
が
18
歳
に
な
る
年
度

の
3
月
31
日
ま
で
で
す
。
一
定
額
以
上

の
所
得
が
あ
る
世
帯
な
ど
は
対
象
外
で

す
。

助
成
額

◦
入
院
…
自
己
負
担
額
か
ら
食
事
療
養

費
を
差
し
引
い
た
額

◦
外
来
・
調
剤
…
各
医
療
機
関
の
1

カ
月
ご
と
の
自
己
負
担
額
か
ら
1
、

0
0
0
円
を
差
し
引
い
た
額

※
助
成
を
受
け
る
に
は
、
事
前
に
手
続

き
が
必
要
で
す
。
く
わ
し
く
は
子
育

て
支
援
課（
☎
20
‐
1
5
3
8
）へ
。

正
し
い
使
用
と
点
検
を

下
水
道

　
各
家
庭
の
排
水
管
へ
野
菜
く
ず
、
残

飯
、
油
、
薬
品
類
、
水
に
溶
け
な
い
紙

な
ど
を
流
す
と
汚
水
管
の
変
形
や
、
詰

ま
り
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　
詰
ま
っ
て
修
理
を
す
る
と
、
多
額
の

費
用
が
掛
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
日

頃
か
ら
正
し
い
使
用
と
点
検
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
下
水
道
課（
☎
20
‐
1�

5
5
3
）へ
。

駆
除
に
補
助
金
を
交
付

ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣

　
市
で
は
、
建
物
や
樹
木
な
ど
に
作
ら

れ
た
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
を
駆
除
す
る
た

め
の
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
交

付
を
受
け
る
に
は
事
前
に
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

補
助
額
＝
巣
の
駆
除
に
掛
か
っ
た
費
用

の
2
分
の
1
以
内（
限
度
額
5
万
円
）

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐

1
5
3
1
）へ
。

毎
月
応
じ
て
い
ま
す

人
権
擁
護
・
行
政
相
談
委
員

　
市
で
は
、
法
務
大
臣
、
総
務
大
臣
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
委
嘱
を
受
け
た
人
権
擁
護

委
員
、
行
政
相
談
委
員
が
相
談
に
応
じ

る
「
も
め
ご
と
・
な
や
み
ご
と
・
苦
情

相
談（
人
権
・
行
政
相
談
）」
を
毎
月
実

施
し
て
い
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま

す
の
で
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
日
程
な
ど
は
「
困
り
ご
と
・
悩
み
ご

と
相
談
室
」（
15
ペ
ー
ジ
）を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

各
委
員
は
次
の
通
り
で
す（
50
音

順
・
敬
称
略
）。

人
権
擁
護
委
員

石
井
富
美
江
、
江
波
戸
秀ひ
で

記き

、
小
川
美

喜
子
、
齊
藤
利
明
、
佐
々
木
宏
之
、
椎

名
武
男
、
田
上
さ
よ
子
、
戸
村
和
雄
、

三
浦
節
子
、
宮
田
幸さ
ち

世よ

、
宮
野
精
一
、

村
嶋
隆
美
、
諸
岡
由
吏
子

行
政
相
談
委
員

神
﨑
佳
雄
、
髙
木
木こ

津づ

枝え

、
深み

山や
ま

芳
文

※
く
わ
し
く
は
市
民
協
働
課（
☎
20
‐

1
5
0
7
）へ
。

飼
料
用
米
で
安
定
収
入
を

稲
作
農
家
の
皆
さ
ん
へ

　
主
食
用
米
の
消
費
の
減
少
や
過
剰
な

作
付
け
な
ど
が
、
米
価
下
落
の
要
因
と

な
り
ま
す
。
飼
料
用
米
の
生
産
に
取
り

組
む
こ
と
で
、
主
食
用
米
の
需
給
改
善

を
図
り
、
安
定
収
入
を
確
保
し
ま
し
ょ

う
。

平
成
30
年
産
以
降
の
米
政
策

　
平
成
30
年
産
以
降
、
国
に
よ
る
生
産

数
量
目
標
の
配
分
は
な
く
な
り
ま
す
が
、

生
産
調
整
を
す
る
必
要
が
な
く
な
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
安
定
し
た
農
業

経
営
を
行
う
た
め
、
需
要
に
応
じ
た
米

の
生
産
を
継
続
し
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
農
政
課（
☎
20
‐
1�

5�

4�

1
）へ
。

税
額
決
定
通
知
を
送
付

市
・
県
民
税
の
特
別
徴
収

　
平
成
29
年
度
の
市
・
県
民
税
の
特
別

徴
収（
給
与
か
ら
差
し
引
い
て
納
め
る

方
式
）の
税
額
決
定
通
知
は
、
給
与
の

支
払
者
宛
て
に
5
月
12
日
㈮
に
発
送
さ

れ
ま
す
。

　
給
与
の
支
払
者
は
内
容
を
確
認
し
、

退
職
者
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は

市
民
税
課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
税
課（
☎
20
‐
1�

5
1
3
）へ
。

中
学
生
以
下
や

一
人
親
家
庭
な
ど

医
療
費
の
助
成

子
ど
も
の
医
療
費

　
中
学
校
3
年
生
ま
で
の
子
ど
も
の
医

療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
県

4月1日〜15日

市長
日誌

辞令を手渡す（3日）

1日 成田空港地区周遊バス開設式典
豊住ふれあい健康館開館式

2日 国際医療福祉大学医学部 入学
式・開設記念式典

3日 新規採用職員入所式

4日
国際医療福祉大学 成田看護学
部 成田保健医療学部入学式
二葉看護学院入学式

5日 民生委員・児童委員委嘱状伝
達交付式

6日 日本自動車大学校入学式
7日 成田中学校入学式
8日 成田小学校入学式
10日 大栄幼稚園入園式

11日 県立栄特別支援学校入学式
更生保護女性会総会

12日

千葉県B＆G財団地域海洋セン
ター連絡協議会総会
印旛地区水防管理団体連合会
総会

15日

成田市消防団女性部発足式
成田太鼓祭 開幕式・千年夜舞台
文化団体連絡協議会総会
スポーツ推進委員連絡協議会総会
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暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

Inform
ation

（
実
質
自
己
負
担
率
0
・
7
％
）

◦
事
業
転
換
資
金
・
創
業
支
援
資
金

　
利
率
は
ほ
か
の
資
金
と
同
率
、
実
質

自
己
負
担
率
は
ほ
か
の
資
金
の
半
分

※
経
営
相
談
を
成
田
商
工
会
議
所
、
成

田
市
東
商
工
会
で
行
っ
て
い
ま
す
。

く
わ
し
く
は
商
工
課（
☎
20
‐
1�

6�

2�

2
）へ
。

小
規
模
事
業
者
・

創
業
す
る
人
を
対
象
に

新
た
な
利
子
補
給
制
度

　
市
で
は
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
か
ら

融
資
を
受
け
た
市
内
の
小
規
模
事
業
者

や
市
内
で
新
た
に
事
業
を
始
め
る
人
を

対
象
に
、
新
た
な
利
子
補
給
を
始
め
ま

す
。

対
象
＝
平
成
29
年
4
月
1
日
以
降
に
日

本
政
策
金
融
公
庫
か
ら
次
の
い
ず
れ

か
の
資
金
融
資
を
受
け
た
事
業
者

◦
小
規
模
事
業
者
経
営
改
善
資
金（
マ

ル
経
融
資
）

◦
新
創
業
融
資
制
度

利
子
補
給
率
＝
年
0
・
5
％
ま
た
は
償

還
利
子
の
約
定
年
率
の
2
分
の
1
の

い
ず
れ
か
低
い
利
率

利
子
補
給
期
間
＝
融
資
期
間（
最
長
10

年
間
）

申
請
方
法
＝
1
月
に
、
申
請
書
に
必
要

書
類
を
添
え
て
商
工
課（
市
役
所
4

利
率
が
引
き
下
げ
に

中
小
企
業
資
金
融
資
制
度

対
象
＝
中
小
企
業
者
、
新
た
に
事
業
を

始
め
る
人

資
金
の
種
類
と
限
度
額

◦
季
節
資
金
…
3
0
0
万
円

◦
一
般
事
業
資
金
・
環
境
経
営
支
援
資

金
…
設
備
3
、
0
0
0
万
円
・
運
転

1
、
5
0
0
万
円

◦
事
業
転
換
資
金
・
創
業
支
援
資
金

…
設
備
1
、
5
0
0
万
円
・
運
転

7
5
0
万
円

◦
小
口
零
細
企
業
保
証
制
度
事
業
資
金

…
設
備
・
運
転
7
5
0
万
円

利
率（
年
率
）

◦
季
節
資
金

・
6
カ
月
以
内
…
1
・
8
％（
実
質
自

己
負
担
率
0
・
1
％
）

◦
一
般
事
業
・
小
口
・
環
境
経
営
支
援

資
金

・
1
年
以
内
…
1
・
9
％（
実
質
自
己

負
担
率
0
・
1
％
）

・
1
年
を
超
え
3
年
以
内
…
2
・
2
％

（
実
質
自
己
負
担
率
0
・
4
％
）

・
3
年
を
超
え
5
年
以
内
…
2
・
3
％

（
実
質
自
己
負
担
率
0
・
5
％
）

・
5
年
を
超
え
7
年
以
内
…
2
・
55
％

（
実
質
自
己
負
担
率
0
・
6
％
）

・
7
年
を
超
え
10
年
以
内
…
2
・
8
％

階
）に
提
出
す
る

　
補
給
に
は
、
市
税
を
完
納
し
て
い
る

こ
と
な
ど
条
件
が
あ
り
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
商
工
課（
☎
20
‐
1�

6�

2�

2
）へ
。

墓
地
の
清
掃
は
定
期
的
に

い
ず
み
聖
地
公
園

　
墓
地
の
清
掃
を
し
な
い
で
い
る
と
、

雑
草
が
生
い
茂
っ
て
隣
接
す
る
墓
地
の

使
用
者
に
迷
惑
が
掛
か
り
ま
す
。

　
墓
地
を
管
理
す
る
時
間
が
取
れ
な
い

人
に
は
、
い
ず
み
聖
地
公
園
管
理
組
合

が
清
掃
を
有
料
で
代
行
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。
清
掃
の
代
行
を
希
望
す
る
人

は
、
同
組
合（
☎
36
‐
2
2
9
2
）へ
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

住
所
な
ど
が
変
わ
っ
た
ら
手
続
き
を

　
墓
地
使
用
許
可
書
の
記
載
内
容（
住

所
・
本
籍
・
保
証
人
な
ど
）に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
は
速
や
か
に
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。
特
に
住
所
変
更
が
あ
っ
た

場
合
、
納
付
書
な
ど
の
重
要
書
類
が
届

か
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

許
可
の
取
り
消
し
に
注
意

　
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
場
合
、

墓
地
の
使
用
許
可
を
取
り
消
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

◦
使
用
者
が
死
亡
し
、
承
継
者
が
い
な

い
と
き

◦
使
用
者
が
住
所
不
明
と
な
っ
て
7
年

を
経
過
し
た
と
き

◦
普
通
墓
地
使
用
者
が
、
許
可
を
受
け

た
日
か
ら
2
年
を
経
過
し
て
も
囲
障

（
外
柵
）を
設
置
し
な
い
と
き

◦
3
年
間
管
理
料
の
納
付
が
な
い
と
き

式
場
・
和
室
の
利
用

　
霊
園
内
の
管
理
事
務
所
に
は
式
場
と

和
室
が
あ
り
、
納
骨
式
・
回
忌
な
ど
の

法
要
に
利
用
で
き
ま
す
。

料
金（
1
時
間
当
た
り
）

◦
式
場

・
使
用
料
…
2
、
4
8
4
円
。
4
時
間

を
超
え
る
と
1
、
0
8
0
円

・
冷
暖
房
費
…
2
7
0
円

◦
和
室

・
使
用
料
…
1
、
0
8
0
円
。
4
時
間

を
超
え
る
と
5
4
0
円

・
冷
暖
房
費
…
54
円

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐

1
5
3
1
）、
い
ず
み
聖
地
公
園
管

理
組
合（
☎
36
‐
2
2
9
2
）へ
。

安
定
し
た
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を

市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画

　
市
で
は
、
多
く
の
公
共
施
設
な
ど
が

改
修
期
を
迎
え
る
こ
と
に
伴
い
、
公
共

サ
ー
ビ
ス
を
安
定
し
て
提
供
し
続
け
る

た
め
に
「
成
田
市
公
共
施
設
等
総
合
管

理
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
本
計
画
で
は
、
市
が
所
有
す
る
全
て

の
公
共
施
設
や
、
道
路
な
ど
の
イ
ン
フ

ラ
資
産
を
対
象
に
、
現
状
や
課
題
、
管

理
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
な
ど
を

定
め
て
い
ま
す
。
計
画
期
間
は
平
成
39

年
度
ま
で
の
11
年
間
で
す
。

　
計
画
の
全
文
は
、
次
の
場
所
で
閲
覧

で
き
ま
す
。

閲
覧
場
所
＝
行
政
資
料
室（
市
役
所
1

階
）、
企
画
政
策
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.city.narita.chi 

ba.jp/sisei/sosiki/kikaku/std 

0199.htm
l

）

※
く
わ
し
く
は
企
画
政
策
課（
☎
20
‐

1
5
0
0
）へ
。

いずみ聖地公園の墓地
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